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	 芸術作品のわいせつ性が争われる裁判は、法律家と芸術家が新たな課題に直面し、それ

に実践的に対処する場であり、法と芸術が交錯する興味深い独特の社会現象である。こう

した社会現象のあり方を解明するためには、まさにその参与者である法律家と芸術家によ

って行われている諸々の具体的実践に焦点を当てなければならない。そこで本稿は、芸術

作品のわいせつ裁判における参与者の実践がいかにして行われるのかを分析することを通

じて、法と芸術が交錯する社会現象のあり方を解明することを目指す。1章ではこの本稿
の目標の提示に加え、その目標を達成するにあたって、法律家と芸術家が参与する次の 3
つの実践に焦点を当てることを述べる。第 1に、検察官のような法律家と、被告人や弁護
側証人となった芸術家や芸術関係者との間の法廷の相互行為である。第 2に、裁判官によ
る作品のわいせつ性の有無をめぐる法的判断である。そして第 3に、被告人となった芸術
家が、わいせつ裁判を機会としてテクストを発表することを通じて行う実践である。 
	 第Ⅰ部の 2章と 3章では、先行研究の検討と方法論的立場の提示を行う。2章では、法
社会学を中心とする先行研究を検討し、本稿の課題をその文脈に位置付ける。そこで問題

とするのは、裁判や法廷の相互行為に着目する先行研究が提示してきた「法専門家による

権力を用いた法の素人や他領域の専門家の抑圧」図式である。こうした先行研究の図式

は、法と芸術が交錯する社会現象である芸術作品のわいせつ裁判の様々な側面を見落とし

てしまう。まず、裁判に参与する法律家や芸術家が常に「素人」や「専門家」であると研

究者があらかじめ措定してしまうがゆえに、彼らがいつどのようにして自他に「専門家」

や「素人」というカテゴリーを帰属させており、またそうしたカテゴリーの帰属がどのよ

うな実践を可能にしているのかが明らかにならない。また、法律家によるその他の訴訟当

事者に対する「抑圧」を強調することによって、法律家とその他の訴訟当事者の協働的実

践や、訴訟当事者による法律家への対抗的実践が十分に検討されなくなる。 
	 先行研究の問題点を踏まえて本稿は、次の方針を立てる。すなわち、法廷の相互行為の

参与者がどのような場面で何者として振舞っているのか、特にいかにして自他に「専門

家」や「素人」などのカテゴリーを帰属しているのかを分析の射程に含める。加えて、被

告人や証人と弁護人との間で行われる協働的実践と、被告人が検察官などの法律家に対し

て行う対抗的実践を検討の対象とする。 
	 「法専門家による権力を用いた芸術専門家の抑圧」という図式に疑義を呈する方針は、

裁判官による作品のわいせつ性の有無に関する法的判断を分析する際にも引き継がれる。

すなわち、個別具体的な法的判断の論理の分析によって、当の法的判断が恣意的なのかも

っともらしいのかを改めて検討することで、法専門家が権力を用いて恣意的な法的判断を

下しているという見方を再考する。 
	 その上で 3章では方法論的立場として、個別具体的な文脈において人々に使用されてい
る規範的な概念連関の分析を通じて、人々の実践がいかにして理解可能になっているのか

を探求するエスノメソドロジーを採用することを述べる。3章補論では、特にエスノメソ
ドロジーの立場からのテクストデータの分析方法論について詳述する。 
	 第Ⅱ部の 4章と 5章では、法廷の相互行為の分析を行う。4章では、悪徳の栄え事件に
おける弁護人と証人の協働的な相互行為を取り上げる。そこでは、一方で弁護人が質問を

組み立てる中で、証人が文学の専門家として証言できるようにカテゴリー化を行い、特定

の応答が優先的になるようなイエス／ノー・クエスチョンを用い、一つの質問が次の質問
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のための準備となるように複数の質問を構造化していること、他方で証人も応答の中で、

文学の専門家として様々な専門的知識を投入しながら作者や作品を語り、作品のわいせつ

性を否定する主張を展開していることを明らかにする。 
	 5章では、愛のコリーダ事件における被告人による検察官への対抗的実践を取り上げ
る。そこでは、検察官の質問形式が要求する「はい／いいえ」の形式に適合しない「わか

りません」という応答を行うことで、被告人は有罪につながる情報を与えないことが可能

になっている。そして、こうした応答を行うことは、質問の不適切性を指摘することで正

当化されている。被告人は自らに対してときに法の「素人」カテゴリーを帰属させ、性表

現の限界に関する法的知識の非対称性を解消する責任を検察官に改めて帰属することによ

って、またときに「芸術専門家」カテゴリーを帰属させ、専門家の作品制作の動機を検察

官は理解できないと示すことによって、検察官の質問の不適切性を指摘している。すなわ

ち被告人は、自分に対して「素人」と「芸術専門家」カテゴリーを使い分けながら質問の

不適切性を指摘し、また質問の不適切性の指摘という方法を用いることによって、検察官

の質問形式に適合しない応答を行うという対抗的実践を展開している。 
	 第Ⅲ部の 6章と 7章では、裁判官による作品のわいせつ性の有無をめぐる法的判断の方
法を分析する。6章では愛のコリーダ事件一審判決を取り上げる。そこでの作品のわいせ
つ性の有無をめぐる裁判官の法的判断が、動作概念・演技概念・リアリティ概念の連関の

有無、性器部分の消除と有徴化という行為概念の連関、特定の表情や道具に関する概念と

性交という活動に関する概念との連関に基づいていることを明らかにする。それを踏まえ

て、こうした法的判断が論理立っていないという意味で恣意的なのではなく、むしろもっ

ともらしさを有する実践として理解可能になっていることを論じる。 
	 7章ではメイプルソープ事件最高裁判決を取り上げ、美術評論家に対する特定の能力の
期待、人間と植物の間にある性的なものとしての理解可能性の差異、カラー写真と白黒写

真の刺激の強さの差異などに関する常識的知識に依拠することで、争点となった写真集の

わいせつ性を否定する法的判断がもっともらしさを獲得していることを論じる。そのうえ

で、裁判官は作品のわいせつ性判断においていかなる種類の知識を用いるべきかをめぐる

既存の提言を再検討するにあたって、実際に法的判断において使用されている常識的知識

を析出し、それを他の種類の知識に置き換えた場合に、作品のわいせつ性の有無をめぐる

法的判断にどのような帰結が生じうるかを比較検討することが参考になると論じる。 
	 そのうえで第Ⅳ部の 8章では、芸術家がわいせつ裁判を機会としてテクストを発表し、
そのなかで展開する実践に焦点を当てる。そこでは、次のような実践とその方法が見られ

る。第 1に、裁判で被告人となった芸術家たちは、問題となった作品や作者に対する評価
を改めて行っている。その評価実践は、自らを文学や芸術の専門家としてカテゴリー化

し、裁判における法的な作品評価を批判しそれと対比的に自身の評価を提示するという方

法のもとで行われている。そして、こうした評価実践を行うことによって、芸術を適切に

評価する能力を持つ自身と、そうした評価ができない裁判関係者とを差異化している。第

2に、芸術家たちは法的文脈以外の文脈の中で、裁判を法的文脈とは異なる独特の仕方で
意味づけている。すなわち、争点となった作品や作者に対する理解を普及させたことや、

将来のわいせつ裁判の参与者の助けになる功績を残したことを、自身にとっての裁判の結

果やその意味として位置づけている。これらの実践は、裁判の結果を判決のみとしてとら
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えるのではなく、より拡大された時間軸のもとで長期的な帰結としてとらえるという方法

のもとで、言い換えれば結果概念の用法を拡張するという方法のもとで行われている。 
	 9章では、本稿の結論をその法社会学研究に対する意義とエスノメソドロジー研究に対
する意義と共に述べる。 
	 芸術作品のわいせつ裁判という法と芸術が交錯する社会現象とはいかなるものなのか。

法社会学の先行研究が提示してきた「法専門家による権力を用いた芸術専門家の抑圧」と

いう図式は、こうした社会現象の記述として不十分であり、そこでは見落とされている側

面が多くある。そうした側面とはまず、法専門家とされうる弁護人と芸術専門家とされう

る証人の協働的実践であり、被告人による検察官に対する対抗的実践だ。次に、裁判官が

様々な常識的知識に依拠して法的判断を正当化することで、当の実践がもっともらしいも

のとして理解可能になっていることだ。そして、芸術家が裁判によって法専門家から抑圧

されているだけではなく、それを機会として利用しテクストを発表することを通じて、作

品評価、法律家と自身の差異化、法的文脈とは異なる仕方での裁判の意味づけといった実

践を能動的に展開していることだ。 
	 上で述べたように法社会学の先行研究の図式の問題点を示し、それに収まらない実践や

現象のあり方を解明したこと、そしてそうした解明のための方法論的立場としてのエスノ

メソドロジーの有効性を示したことが、本稿の法社会学的意義である。さらに、本稿のエ

スノメソドロジー研究に対する意義は、法廷の相互行為における新たな実践の方法を解明

したこと、エスノメソドロジー研究と実践への批判的関心の両立可能性を示したこと、相

互行為とテクストを共に分析することの重要性を示したことである。 
	 このように本稿は、法社会学研究に対するエスノメソドロジーの有効性を示すものであ

ると同時に、エスノメソドロジー研究それ自体を一歩前進させるものである。 
 


